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(57)【要約】
　全方位に光を放出する発光装置を提供する。
　本発明に係る発光装置（１）は、透光性を有する容器
（１０）と、容器（１０）の凹部（１１）に配置された
ＬＥＤ（２０）と、ＬＥＤ（２０）を封止し、凹部（１
１）を封入する封止部材（３０）とを備え、凹部（１１
）は、ＬＥＤ（２０）が実装される底面（１１ａ）と、
当該底面（１１ａ）を囲むように構成された側面（１１
ｂ）とによって構成され、ＬＥＤ（２０）による光は、
凹部（１１）の底面（１１ａ）及び側面（１１ｂ）から
容器（１０）の内部を透過して容器（１０）の裏面及び
側面から容器（１０）の外部に放出される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性を有する容器と、
　前記容器の凹部に配置された半導体発光素子と、
　前記半導体発光素子を封止し、前記凹部を封入する封止部材とを備え、
　前記凹部は、前記半導体発光素子が実装される底面と、当該底面を囲むように構成され
た側面とによって構成される
　発光装置。
【請求項２】
　前記側面は、前記底面に対して略垂直である
　請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記封止部材は、前記半導体発光素子が発する光の波長を所定の波長に変換する第１の
波長変換材を含む
　請求項１又は２に記載の発光装置。
【請求項４】
　さらに、前記容器の裏面に形成され、前記半導体発光素子が発する光を前記所定の波長
に変換する波長変換部材を備える
　請求項３に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記波長変換部材は、前記裏面に形成された焼結体膜であり、
　前記焼結体膜は、前記容器を透過した前記半導体発光素子が発する光を前記所定の波長
に変換する第２の波長変換材と、無機材料からなる焼結用結合材とで構成される
　請求項４に記載の発光装置。
【請求項６】
　さらに、
　前記容器の前記裏面に形成された溝であって、前記半導体発光素子が発する光の波長を
前記所定の波長に変換する第３の波長変換材を収容する溝を備える
　請求項４又は５に記載の発光装置。
【請求項７】
　前記溝は、前記波長変換部材を囲むように形成される
　請求項６に記載の発光装置。
【請求項８】
　さらに、
　前記容器の前記裏面に形成された溝であって、前記半導体発光素子が発する光の波長を
前記所定の波長に変換する第３の波長変換材を収容する溝を備える
　請求項１～３のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項９】
　前記容器の光透過率は、５０％以上である
　請求項１～８のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１０】
　前記容器は、セラミックスからなる
　請求項１～９のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１１】
　前記容器は、樹脂からなる
　請求項１～９のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１２】
　前記凹部に、複数の半導体発光素子が配置される
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１３】
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　請求項１～１２のいずれか１項に記載の発光装置が複数個積層して構成される
　発光モジュール。
【請求項１４】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の発光装置と、
　前記発光装置が実装された透光性基板とを備える
　発光モジュール。
【請求項１５】
　請求項１３又は請求項１４に記載の発光モジュールを備える
　ランプ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置、発光モジュール及びランプに関し、特に、発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ：Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）等の半導体発光素子を用いた発光装置
等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＬＥＤ等の半導体発光素子は、高効率で省スペースな光源として、各種ランプに
用いられている。中でも、ＬＥＤが用いられたＬＥＤランプは、従来から知られる蛍光灯
や白熱電球の代替照明として研究開発が進められている。例えば、電球形蛍光灯や白熱電
球の代替照明としては、電球形のＬＥＤランプ（電球形ＬＥＤランプ）が提案されており
、また、直管形蛍光灯の代替照明としては、直管形のＬＥＤランプ（直管形ＬＥＤランプ
）が提案されている。
【０００３】
　この種のＬＥＤランプとして、例えば、特許文献１には、従来に係る電球形ＬＥＤラン
プが開示されており、特許文献２には、従来に係る直管形ＬＥＤランプが開示されている
。また、これらのＬＥＤランプには、複数のＬＥＤが基板上に実装されたＬＥＤモジュー
ルが用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３１３７１７号公報
【特許文献２】特開２００９－０４３４４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の電球形ＬＥＤランプでは、ＬＥＤで発生する熱を放熱するためにヒートシンクが
用いられており、ＬＥＤモジュールは、このヒートシンクに固定される。例えば、特許文
献１に開示された電球形ＬＥＤランプでは、半球状のグローブと口金との間に、ヒートシ
ンクとして機能する金属筐体が設けられ、ＬＥＤモジュールはこの金属筐体の上面に固定
されている。
【０００６】
　また、直管形ＬＥＤランプにおいても、ＬＥＤで発生する熱を放熱するためにヒートシ
ンクが用いられる。この場合、ヒートシンクとして、アルミニウムなどで構成された長尺
状の金属基台が用いられる。金属基台は、接着剤によって直管内面に固着されており、Ｌ
ＥＤモジュールは、この金属基台の上面に固定される。
【０００７】
　しかしながら、このような従来に係る電球形ＬＥＤランプ及び直管形ＬＥＤランプでは
、ＬＥＤモジュールが発する光のうちヒートシンク側に放射する光は、金属製のヒートシ
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ンクによって遮光されてしまう。従って、従来のＬＥＤランプは、従来から知られる白熱
電球、電球形蛍光灯又は直管形蛍光灯のような全方位に光が放出されるランプとは、光の
広がり方が異なる。つまり、従来の電球形ＬＥＤランプでは、白熱電球や既存の電球形蛍
光ランプと同様の全配光特性を得ることが難しい。同様に、従来の直管形ＬＥＤランプに
おいても、既存の直管形蛍光灯と同様の全配光特性を得ることが難しい。
【０００８】
　そこで、例えば、電球形ＬＥＤランプにおいて、白熱電球と同様の構成とすることが考
えられる。つまり、ヒートシンクを用いずに、白熱電球のフィラメントコイルをＬＥＤモ
ジュールに置き換えた構成の電球形ＬＥＤランプが考えられる。この場合、ＬＥＤモジュ
ールからの光は、ヒートシンクによって遮られない。
【０００９】
　しかしながら、従来のＬＥＤランプに用いられるＬＥＤモジュールは、基板のＬＥＤが
実装された面側からのみ光を取り出すような構成となっている。すなわち、従来に係る電
球形ＬＥＤランプ及び直管形ＬＥＤランプでは、上述のとおり、ＬＥＤモジュールが発す
る光のうちヒートシンク側に進行する光はヒートシンクによって遮光されてしまうことか
ら、ＬＥＤモジュールは、当該ＬＥＤモジュールが発する光をヒートシンク側には進行さ
せずにヒートシンクとは反対側に進行させるように構成されている。このように、従来の
ＬＥＤモジュールは、基板の片側からのみ光を放出するような構成となっている。
【００１０】
　従って、従来に係る電球形ＬＥＤランプ及び直管形ＬＥＤランプに用いられるＬＥＤモ
ジュールを白熱電球のグローブ（バルブ）内に配置したとしても、全配光特性を得ること
ができないという問題がある。
【００１１】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、全配光特性を有する
発光装置、発光モジュール及びランプを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明に係る発光装置の一態様は、透光性を有する容器と
、前記容器の凹部に配置された半導体発光素子と、前記半導体発光素子を封止し、前記凹
部を封入する封止部材とを備え、前記凹部は、前記半導体発光素子が実装される底面と、
当該底面を囲むように構成された側面とによって構成される。
【００１３】
　本態様によれば、半導体発光素子を収容する容器が透光性を有するので、半導体発光素
子による光は、容器の上面（凹部が形成される側）から外部に向かって放出されるだけで
はなく、凹部の底面及び側面から容器内部を透過して容器の裏面及び側面からも外部に放
出される。これにより、半導体発光素子による光は全方位に放出される。
【００１４】
　さらに、本発明に係る発光装置の一態様において、前記側面は、前記底面に対して略垂
直であることが好ましい。
【００１５】
　本態様によれば、半導体発光素子から凹部の側面に向かって出射する光が凹部の側面で
反射してしまうことを抑制することができる。これにより、凹部の側面に向かって出射す
る光を、凹部の側面から容器内部に容易に入射させることができる。
【００１６】
　さらに、本発明に係る発光装置の一態様において、前記封止部材は、前記半導体発光素
子が発する光の波長を所定の波長に変換する第１の波長変換材を含むことが好ましい。
【００１７】
　本態様によれば、封止部材によって、半導体発光素子が発する光を所定の波長に変換す
ることができるので、所望の色の光を放出させることができる。
【００１８】
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　さらに、本発明に係る発光装置の一態様において、前記容器の裏面に形成され、前記半
導体発光素子が発する光を前記所定の波長に変換する波長変換部材を備えることが好まし
い。
【００１９】
　本態様によれば、半導体発光素子が発する光のうち容器の裏面から放射される光を、波
長変換部材によって所定の波長に変換することができる。これにより、容器の上面と裏面
との両側から所望の色の光を放出させることができる。
【００２０】
　さらに、本発明に係る発光装置の一態様において、前記波長変換部材は、前記裏面に形
成された焼結体膜であり、前記焼結体膜は、前記容器を透過した前記半導体発光素子が発
する光を前記所定の波長に変換する第２の波長変換材と、無機材料からなる焼結用結合材
とで構成されることが好ましい。
【００２１】
　本態様によれば、容器の裏面から放射される光を、焼結体膜によって、所定の波長に変
換することができる。
【００２２】
　さらに、本発明に係る発光装置の一態様において、前記容器の前記裏面に形成された溝
であって、前記半導体発光素子が発する光の波長を前記所定の波長に変換する第３の波長
変換材を収容する溝を備えることが好ましい。
【００２３】
　本態様によれば、半導体発光素子が発する光のうち容器の側面から放出される光を、溝
部に収容された第３の波長変換材によって所定の波長に変換することができる。これによ
り、容器の前面、裏面及び側面から所望の色の光を放出させることができる。
【００２４】
　さらに、本発明に係る発光装置の一態様において、前記溝は、前記波長変換部材を囲む
ように形成されることが好ましい。
【００２５】
　本態様によれば、溝が露出するように構成されるので、溝に第３の波長変換材を容易に
収容することができる。
【００２６】
　また、本発明に係る発光装置の一態様において、前記容器の前記裏面に形成された溝で
あって、前記半導体発光素子が発する光の波長を前記所定の波長に変換する第３の波長変
換材を収容する溝を備えることが好ましい。
【００２７】
　本態様によれば、半導体発光素子が発する光のうち容器の側面から放出される光を、溝
に収容された第３の波長変換材によって所定の波長に変換することができる。これにより
、容器の前面及び側面から所望の色の光を放出させることができる。
【００２８】
　さらに、本発明に係る発光装置の一態様において、前記容器の光透過率は、５０％以上
であることが好ましい。
【００２９】
　本態様によれば、半導体発光素子が発する光を、容器内部に効率良く透過させることが
できる。
【００３０】
　さらに、本発明に係る発光装置の一態様において、前記容器は、セラミックスからなる
ことが好ましい。
【００３１】
　本態様によれば、容器を焼結によって成形することができる。
【００３２】
　あるいは、本発明に係る発光装置の一態様において、前記容器は、樹脂からなることが
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好ましい。
【００３３】
　本態様によれば、容器を樹脂成形によって形成することができる。
【００３４】
　さらに、本発明に係る発光装置の一態様において、前記凹部に、複数の半導体発光素子
が配置されることが好ましい。
【００３５】
　本態様によれば、高輝度の発光装置を実現することができるので、当該発光装置そのも
のを各種装置の発光モジュールとして利用することができる。
【００３６】
　また、本発明に係る発光モジュールの一態様は、上記の発光装置が複数個積層して構成
されるものである。
【００３７】
　本態様によれば、上記の発光装置を重ねて使うことにより、狭い面積で高出力の光を取
り出すことができるとともに、全方位配光特性の発光モジュールを実現することができる
。
【００３８】
　また、本発明に係る発光モジュールの一態様は、上記の発光装置と、前記発光装置が実
装された透光性基板とを備えるものである。
【００３９】
　本態様によれば、透光性基板は発光装置から放出される光を透過するので、発光装置か
ら全方位に放出される光のうち、透光性基板の発光装置が実装される面に向かって放出さ
れる光は透光性基板を透過する。これにより、全方位配光特性の発光モジュールを実現す
ることができる。
【００４０】
　また、本発明に係るランプの一態様は、上記の発光モジュールを備えるものである。
【００４１】
　このように、本発明は、上記の発光モジュールを備えるランプとして実現することもで
きる。
【発明の効果】
【００４２】
　本発明によれば、容器における半導体発光素子が配置された側だけではなく、容器の全
方位から所定の光を放出させることができるので、全配光特性を有する発光装置、発光モ
ジュール及びランプを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の第１の実施形態に係る発光装置の外観斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の第１の実施形態に係る発光装置の平面図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、図１ＢのＸ－Ｘ’線に沿って切断した本発明の第１の実施形態に係
る発光装置の断面図である。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の第１の実施形態の変形例に係る発光装置の平面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の第１の実施形態の変形例に係る発光装置の断面図である。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の第２の実施形態に係る発光装置の平面図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図３ＡのＸ－Ｘ’線に沿って切断した本発明の第２の実施形態に係
る発光装置の断面図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、本発明の第２の実施形態に係る発光装置の裏面図である。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の第２の実施形態の変形例に係る発光装置の平面図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の第２の実施形態の変形例に係る発光装置の断面図である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、本発明の２の実施形態の変形例に係る発光装置の裏面図である。
【図５Ａ】図５Ａは、本発明の第３の実施形態に係る発光装置の平面図である。
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【図５Ｂ】図５Ｂは、図５ＡのＸ－Ｘ’線に沿って切断した本発明の第３の実施形態に係
る発光装置の断面図である。
【図５Ｃ】図５Ｃは、本発明の第３の実施形態に係る発光装置の裏面図である。
【図６Ａ】図６Ａは、本発明の第３の実施形態の変形例に係る発光装置の平面図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、本発明の第３の実施形態の変形例に係る発光装置の断面図である。
【図６Ｃ】図６Ｃは、本発明の第３の実施形態の変形例に係る発光装置の裏面図である。
【図７Ａ】図７Ａは、本発明の第４の実施形態に係る発光装置の平面図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、図７ＡのＸ－Ｘ’線に沿って切断した本発明の第４の実施形態に係
る発光装置の断面図である。
【図７Ｃ】図７Ｃは、本発明の第４の実施形態に係る発光装置の裏面図である。
【図８Ａ】図８Ａは、本発明の第４の実施形態の変形例に係る発光装置の平面図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、図８ＡのＸ－Ｘ’線に沿って切断した本発明の第４の実施形態の変
形例に係る発光装置の断面図である。
【図８Ｃ】図８Ｃは、本発明の第４の実施形態の変形例に係る発光装置の裏面図である。
【図９Ａ】図９Ａは、本発明の第５の実施形態に係る発光装置の外観斜視図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、本発明の第５の実施形態に係る発光装置の平面図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、図９ＡのＸ－Ｘ’線に沿って切断した本発明の第５の実施形態に係
る発光装置の断面図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、本発明の第５の実施形態に係る発光装置において、複数のＬＥ
Ｄに給電するための配線方法を説明するための図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、本発明の第５の実施形態に係る同発光装置において、複数のＬ
ＥＤに給電するための他の配線方法を説明するための図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、本発明の第５の実施形態の変形例に係る発光装置の平面図であ
る。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、本発明の第５の実施形態の変形例に係る発光装置の断面図であ
る。
【図１２Ａ】図１２Ａは、本発明の第６の実施形態に係る発光装置の外観斜視図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、本発明の第６の実施形態に係る発光装置の平面図である。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、図１２ＡのＸ－Ｘ’線に沿って切断した本発明の第６の実施形
態に係る発光装置の断面図である。
【図１３】図１３は、本発明の第７の実施形態に係る発光モジュールの外観斜視図である
。
【図１４】図１４は、本発明の第８の実施形態に係る発光モジュールの外観斜視図である
。
【図１５】図１５は、本発明の第９の実施形態に係る電球形ランプの外観斜視図である。
【図１６】図１６は、本発明の第９の実施形態に係る電球形ランプの分解斜視図である。
【図１７】図１７は、本発明の第９の実施形態に係る電球形ランプの断面図である。
【図１８】図１８は、本発明の第１０の実施形態に係る電球形ランプの外観斜視図である
。
【図１９】図１９は、本発明の変形例に係る発光装置の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　以下、本発明の実施形態に係る発光装置、発光モジュール及びランプについて、図面を
参照しながら説明する。なお、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示したものでは
ない。
【００４５】
　（第１の実施形態）
　まず、本発明の第１の実施形態に係る発光装置１について、図１Ａ～図１Ｃを用いて説
明する。図１Ａは、本発明の第１の実施形態に係る発光装置１の外観斜視図であり、図１
Ｂは、同発光装置１の平面図であり、図１Ｃは、図１ＢのＸ－Ｘ’線に沿って切断した同
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発光装置１の断面図である。
【００４６】
　図１Ａ～図１Ｃに示すように、本発明の第１の実施形態に係る発光装置１は、透光性を
有する容器（パッケージ）１０と、容器１０に収容されるＬＥＤ２０と、ＬＥＤを封止す
る封止部材３０とを備える。
【００４７】
　容器１０は、円形の底面１１ａと、当該底面１１ａを囲むように円筒面形状で構成され
た側面１１ｂとからなる凹部１１を備える。凹部１１における底面１１ａの中央部には、
１つのＬＥＤ２０が実装されている。凹部１１には、封止部材３０が封入されている。
【００４８】
　容器１０は、透光性を有し、ＬＥＤ２０による光が容器内部を透過して容器外部に放出
するように構成されおり、容器１０の可視光に対する光透過率は５０％以上とすることが
好ましい。光取出し効率をさらに高めるには、容器１０の光透過率は８０％以上、より好
ましくは９０％以上の光透過率として向こう側が透けて見えるぐらいの状態で構成するこ
とが好ましい。
【００４９】
　なお、容器１０の透過率は、容器１０の材料によって調整することもできるが、材料は
同じで容器１０の厚みを変更することによっても調整することができる。例えば、容器１
０の厚みを薄くすることにより、光透過率を向上させることができる。
【００５０】
　このように構成される透光性の容器１０は、無機材料又は樹脂材料によって作製するこ
とができる。例えば、無機材料からなる透光性の容器としては、アルミナや窒化アルミニ
ウムからなる透光性のセラミックス材料、透明なガラス材料、その他、水晶又はサファイ
ア等を用いることができる。
【００５１】
　また、容器１０は、放熱性を高めるために熱伝導率及び熱放射率が高い部材であること
が好ましい。この場合、容器１０としては、ガラス又はセラミックスで構成することが好
ましい。ここで放射率とは、黒体（完全放射体）の熱放射に対する比率で表され、０から
１の値となる。ガラス又はセラミックスの放射率は、０．７５～０．９５であり、黒体に
近い熱放射が実現される。実用上、容器１０の熱放射率は、好ましくは０．８以上であり
、より好ましくは０．９以上である。
【００５２】
　本実施形態では、容器１０として、光透過率が９６％であるアルミナ容器を用いた。こ
のように、容器１０として、アルミナ等のセラミックス材料を用いることにより、高熱伝
導率の容器とすることができるので、ＬＥＤ２０が発する熱を効率良く容器外部に放熱す
ることができる。また、容器１０の寸法としては、縦の長さ及び横の長さが３ｍｍで、高
さが１～２ｍｍのものを用いた。凹部１１は、容器１０の上面の外周縁から０．２ｍｍ程
度内側に入った部分に設け、凹部１１の深さは容器１０の高さから０．２ｍｍ程度引いた
値とした。
【００５３】
　なお、本実施形態において、容器１０は同一材料を用いて一体成形の容器としたが、こ
れに限らない。例えば、容器１０は、凹部の底面と容器の裏面とを構成する平板状の透光
性基板と、当該透光性基板上に設けられ、内面が凹部の側面を構成する透光性筒体との２
つの部材を固着することによって構成しても構わない。この場合、透光性基板及び透光性
筒体は、同じ材料を用いて構成しても構わないし、異なる材料を用いて構成しても構わな
い。
【００５４】
　ＬＥＤ２０は、半導体発光素子の一例であって、容器１０の凹部１１の内部に配置され
ている。ＬＥＤ２０は、単色の可視光を発するＬＥＤチップ（ベアチップ）であり、ダイ
アタッチ材（ダイボンド材）によって、容器１０の凹部１１の底面１１ａにダイボンダィ
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ング実装されている。
【００５５】
　本実施形態におけるＬＥＤ２０は、ＬＥＤ２０を中心にして全方位に光を発するように
構成されている。すなわち、ＬＥＤ２０は、全方位、つまりＬＥＤ２０の上方、側方及び
下方に向けて光を発するＬＥＤチップであり、例えば、上方に全光量の６０％、側方に全
光量の２０％、下方に全光量の２０％の光を発するように構成されている。これにより、
ＬＥＤ２０から射出する光は、凹部１１の開口側に向かう方向、凹部１１の側面１１ｂに
向かう方向、及び、凹部１１の底面１１ａに向かう方向のそれぞれの方向に進行する。
【００５６】
　なお、本実施形態において、ＬＥＤ２０は、通電されれば青色光を発する青色ＬＥＤチ
ップが用いられる。青色ＬＥＤチップとしては、例えばＩｎＧａＮ系の材料によって構成
された、中心波長が４４０ｎｍ～４７０ｎｍの窒化ガリウム系の半導体発光素子を用いる
ことができる。
【００５７】
　封止部材３０は、ＬＥＤ２０を封止してＬＥＤ２０を保護する部材であって、ＬＥＤ２
０を覆うようにして凹部１１を封入する。本実施形態では、図１Ｃに示すように、封止部
材３０は、凹部１１に充填されており、凹部１１の開口面まで封入されている。
【００５８】
　また、封止部材３０は、ＬＥＤ２０が発する光の波長を所定の波長に変換する第１の波
長変換材を含む。本実施形態において、封止部材３０は、所定の樹脂の中に、第１波長変
換材として所定の蛍光体粒子が含有された蛍光体含有樹脂である。より具体的に、封止部
材３０としては、例えば、ＬＥＤ２０が青色ＬＥＤである場合、白色光を得るために、シ
リコーン樹脂に、ＹＡＧ（イットリウム・アルミニウム・ガーネット）系の黄色蛍光体粒
子を分散させた蛍光体含有樹脂を用いることができる。これにより、封止部材３０内の黄
色蛍光体粒子）が、青色ＬＥＤチップの青色光によって励起されて黄色光を放出する。従
って、封止部材３０からは励起された黄色光と青色ＬＥＤチップの青色光とによって白色
光が放出される。
【００５９】
　このように構成される封止部材３０は、例えば、次のようにして形成することができる
。まず、波長変換材（蛍光体粒子）を含む未硬化のペースト状の封止部材３０の材料を、
ディスペンサーによってＬＥＤ２０を覆うようにして凹部１１内に塗布する。次に、塗布
されたペースト状の封止部材３０の材料を硬化させる。これにより、封止部材３０を形成
することができる。
【００６０】
　なお、図示しないが、容器１０の内面（例えば、凹部１１の底面１１ａ）には、ＬＥＤ
２０の電極と電気的に接続された給電配線が形成されている。また、容器１０の外面（例
えば、凹部１１の裏面又は側面）には、外部から直流電力を受電する電極端子が形成され
ており、当該電極端子と給電配線とは電気的に接続されている。これにより、電極端子か
ら直流電力が供給されることによってＬＥＤ２０が発光し、ＬＥＤ２０から所望の光が放
出される。
【００６１】
　以上、本発明の第１の実施形態に係る発光装置１によれば、ＬＥＤ２０が発した青色光
のうち凹部１１の開口面側及び側面１１ｂ側に進行する光の一部は、封止部材３０に含ま
れる黄色蛍光体粒子によって黄色光に波長変換される。そして、黄色蛍光体粒子によって
波長変換された黄色光と、黄色蛍光体粒子に吸収されなかったＬＥＤ２０の青色光とによ
って白色光が生成される。
【００６２】
　このように、ＬＥＤ２０による光によって生成された白色光は、凹部１１の上方から放
出される。さらに、本実施形態では、容器１０が透光性を有するので、当該白色光は、凹
部１１の底面１１ａ及び側面１１ｂから容器１０の内部を透過して容器１０の裏面及び側
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面からも放出される。従って、発光装置１の全方位に向けて白色光を放出させることがで
き、全配光特性を有する発光装置を実現することができる。
【００６３】
　また、本実施形態において、図１Ｃの断面図における凹部１１の側面１１ｂは、底面１
１ａに対して略垂直であることが好ましい。これにより、ＬＥＤ２０から出射する光にお
ける側面１１ｂへの入射角を極力小さくすることができるので、ＬＥＤ２０から凹部１１
の側面１１ｂに向かって出射する光が凹部１１の側面１１ｂで反射してしまうことを抑制
することができる。従って、ＬＥＤ２０から凹部１１の側面１１ｂに向かって出射する光
を、凹部１１の側面１１ｂから容器１０の内部に容易に入射せることができる。これによ
り、容器１０の側面から外部に放出する光束を増加させることができる。
【００６４】
　なお、本実施形態に係る発光装置１では、凹部１１の底面１１ａの形状は円形としたが
、これに限らない。図２Ａは、本発明の第１の実施形態の変形例に係る発光装置１Ａの平
面図であり、図２Ｂは、同発光装置１Ａの断面図である。このように、図２Ａ及び図２Ｂ
に示すように、凹部１１Ａの底面の形状を正方形等の矩形形状としても構わない。
【００６５】
　但し、ＬＥＤ２０が発する光は、平面視では等方的に進行すると考えられるので、白色
光を効率良く凹部１１Ａの側面に入射させるには、第１の実施形態に係る発光装置１の凹
部１１のように、底面１１ａは円形とすることが好ましい。
【００６６】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態に係る発光装置２について、図３Ａ～図３Ｃを用いて説
明する。図３Ａは、本発明の第２の実施形態に係る発光装置２の平面図であり、図３Ｂは
、図３ＡのＸ－Ｘ’線に沿って切断した同発光装置２の断面図であり、図３Ｃは、同発光
装置２の裏面図である。
【００６７】
　本実施形態に係る発光装置２は、本発明の第１の実施形態に係る発光装置１と基本的な
構成は同じである。従って、図３Ａ～図３Ｃにおいて、図１Ａ～図１Ｃに示す構成要素と
同じ構成要素については、同じ符号を付しており、その詳しい説明は省略する。
【００６８】
　本実施形態に係る発光装置２は、第１の実施形態に係る発光装置１に対して、さらに、
容器１０の裏面に形成された波長変換部材を備える。発光装置２における波長変換部は、
ＬＥＤ２０が発する光を所定の波長に変換するものであり、本実施形態では、封止部材３
０が生成する波長と同じ波長の光を生成する。
【００６９】
　図３Ｂ及び図３Ｃに示すように、本実施形態に係る波長変換部材は、容器１０の裏面に
形成された焼結体膜４０によって構成されている。焼結体膜４０は、透光性の容器１０を
透過したＬＥＤ２０が発する光を所定の波長に変換する第２の波長変換材と、無機材料か
らなる焼結用結合材とで構成される。なお、波長変換部材を焼結体膜４０で構成する場合
、焼結体膜４０は６００℃程度の高温焼結によって形成するため、容器１０は、セラミッ
クス又はガラス等の高耐熱性の材料で構成することが好ましい。
【００７０】
　焼結体膜４０の第２の波長変換材は、ＬＥＤ２０が発する光のうち、凹部１１の底面１
１ａから容器１０の内部に入射して容器１０の内部を透過して容器１０の裏面から出射す
る光に対して波長の変換を行って、波長変換光を放出する。第２の波長変換材としては、
封止部材３０に含有される蛍光体粒子と同じ蛍光体粒子を用いることができる。本実施形
態では、封止部材３０には黄色蛍光体粒子が含有されているので、焼結体膜４０に含有さ
れる第２の波長変換材も同じ黄色蛍光体粒子を用いることができる。
【００７１】
　また、焼結体膜４０の焼結用結合材は、ＬＥＤ２０が発する光と第２の波長変換材１２
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ａが放射する波長変換光とを透過する材料で構成されている。本実施形態では、焼結用結
合材として、酸化シリコン（ＳｉＯ２）を主成分とするガラスフリットを用いることがで
きる。ガラスフリットは、第２の波長変換材（蛍光体粒子）を容器１０の裏面に結着させ
る結合材（結着材）であり、可視光に対する透過率が高い材料で構成することが好ましい
。ガラスフリットは、ガラス粉末を加熱して溶解することによって形成することができる
。このようなガラスフリットのガラス粉末としては、ＳｉＯ２－Ｂ２Ｏ３－Ｒ２Ｏ系、Ｂ

２Ｏ３－Ｒ２Ｏ系又はＰ２Ｏ５－Ｒ２Ｏ系（但し、Ｒ２Ｏは、いずれも、Ｌｉ２Ｏ、Ｎａ

２Ｏ、又は、Ｋ２Ｏである）を用いることができる。また、焼結用結合材の材料としては
、ガラスフリット以外に、低融点結晶からなるＳｎＯ２－Ｂ２Ｏ３等を用いることもでき
る。
【００７２】
　このように構成される焼結体膜４０は、蛍光体粒子、ガラス粉末及び溶剤等を混錬する
ことによって得られるペーストを、容器１０の裏面に印刷又は塗布した後に焼結すること
によって形成することができる。
【００７３】
　なお、第１の実施形態と同様に、本実施形態に係る発光装置２でも、放出する光は白色
光に設定されており、ＬＥＤ２０としては青色ＬＥＤが用いられ、封止部材３０の蛍光体
粒子及び焼結体膜４０の蛍光体粒子としてはＹＡＧ系の黄色蛍光体粒子が用いられる。
【００７４】
　以上、本発明の第２の実施形態に係る発光装置２によれば、第１の実施形態と同様に、
ＬＥＤ２０が発した青色光のうち凹部１１の開口面側及び側面１１ｂ側に進行する光の一
部は、封止部材３０（第１の波長変換部）に含まれる黄色蛍光体粒子によって黄色光に波
長変換される。
【００７５】
　また、容器１０は透光性を有するので、ＬＥＤ２０が発した青色光の一部は、凹部１１
の底面１１ａを透過して容器１０の裏面から射出する。そして、本実施形態では、容器１
０の裏面に焼結体膜４０（第２の波長変換部）が形成されているので、容器１０の裏面か
ら射出するＬＥＤ２０が発した光の一部は、焼結体膜４０に含まれる黄色蛍光体粒子によ
って黄色光に波長変換される。
【００７６】
　このように、本実施形態では、ＬＥＤ２０が発した青色光は、封止部材３０だけではな
く焼結体膜４０においても波長変換される。黄色蛍光体粒子によって波長変換された黄色
光と、黄色蛍光体粒子に吸収されなかったＬＥＤ２０の青色光とによって、白色光が生成
される。
【００７７】
　そして、ＬＥＤ２０による光によって生成された白色光は、第１の実施形態と同様に、
凹部１１の上方から放出されるとともに、容器１０の裏面及び側面からも放出される。さ
らに、本実施形態では、容器１０の裏面から出射するＬＥＤ２０の青色光を黄色光に波長
変換することができるので、発光装置２の全方位に向けて白色光を放出させることができ
るとともに、容器１０の上面及び側面から放出される白色光と容器１０の裏面から放出さ
れる白色光とを均一にすることができる。
【００７８】
　また、本実施形態に係る発光装置２において、波長変換部材は、無機材料からなる焼結
体膜４０によって構成されている。従って、ＬＥＤ２０からの熱によって劣化することが
ないだけではなく、さらにＬＥＤ２０からの熱を効率良く放熱することが可能となる。こ
れにより、高い信頼性と高い放熱特性を有する発光装置を実現することができる。
【００７９】
　なお、本実施形態に係る発光装置２では、凹部１１の底面１１ａの形状及び焼結体膜４
０は円形としたが、これに限らない。図４Ａは、本発明の第２の実施形態の変形例に係る
発光装置２Ａの平面図であり、図４Ｂは、同発光装置２Ａの断面図であり、図４Ｃは、同
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発光装置２Ａの裏面図である。このように、図４Ａ～図４Ｃに示すように、凹部１１Ａの
底面の形状及び焼結体膜４０Ａの形状を正方形等の矩形形状としても構わない。
【００８０】
　（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態に係る発光装置３について、図５Ａ～図５Ｃを用いて説
明する。図５Ａは、本発明の第３の実施形態に係る発光装置３の平面図であり、図５Ｂは
、図５ＡのＸ－Ｘ’線に沿って切断した同発光装置３の断面図であり、図５Ｃは、同発光
装置３の裏面図である。
【００８１】
　本実施形態に係る発光装置３は、本発明の第１の実施形態に係る発光装置１と基本的な
構成は同じである。従って、図５Ａ～図５Ｃにおいて、図１Ａ～図１Ｃに示す構成要素と
同じ構成要素については、同じ符号を付しており、その詳しい説明は省略する。
【００８２】
　図５Ａ～図５Ｃに示すように、本実施形態に係る発光装置３は、第１の実施形態に係る
発光装置１に対して、さらに、容器１０の裏面に形成された溝１２と、この溝１２に封入
された蛍光体含有樹脂３１とを備える。
【００８３】
　図５Ｂに示すように、溝１２は、容器１０の裏面から上面に向かって陥凹するように構
成されている。また、図５Ｃに示すように、凹部１１を囲むように円形リング状に形成さ
れている。溝１２は、例えば、容器１０の裏面に対してレーザ等によって切り欠くように
して形成することができる。本実施形態において、溝１２の幅は０．５ｍｍとし、溝１２
の深さは、０．３ｍｍ程度から容器１０の高さの半分程度までとした。
【００８４】
　なお、溝１２の深さは、図５Ｂに示すように、容器１０の裏面から凹部１１の底面１１
ａまでの距離よりも長くすることが好ましい。これにより、容器１０の側面からＬＥＤ２
０の青色光のみが射出することを抑制することができる。
【００８５】
　蛍光体含有樹脂３１は、ＬＥＤ２０が発する光の波長を所定の波長に変換する蛍光体粒
子（第３の波長変換材）を用いることができる。本実施形態において、蛍光体含有樹脂３
１は、封止部材３０と同じ蛍光体含有樹脂を用いた。
【００８６】
　なお、第１の実施形態と同様に、本実施形態に係る発光装置３でも、放出する光は白色
光に設定されており、ＬＥＤ２０としては青色ＬＥＤが用いられ、封止部材３０及び蛍光
体含有樹脂３１の蛍光体粒子としてはＹＡＧ系の黄色蛍光体粒子が用いられる。
【００８７】
　以上、本発明の第３の実施形態に係る発光装置３によれば、第１の実施形態と同様に、
ＬＥＤ２０が発した青色光のうち凹部１１の開口面側及び側面１１ｂ側に進行する光の一
部は、封止部材３０（第１の波長変換部）に含まれる黄色蛍光体粒子によって黄色光に波
長変換される。
【００８８】
　また、容器１０は透光性を有するので、ＬＥＤ２０が発した青色光の一部は、凹部１１
の底面１１ａを透過して容器１０の側面から射出する。本実施形態では、容器１０の裏面
に蛍光体含有樹脂３１が封入された溝１２が形成されているので、図５Ｃに示すように、
凹部１１の底面１１ａを透過して、容器１０の裏面と凹部１１の底面１１ａとの間を容器
１０の側面方向に進行するＬＥＤ２０が発した光の一部は、溝１２内の黄色蛍光体粒子に
よって黄色光に波長変換される。
【００８９】
　このように、本実施形態では、ＬＥＤ２０が発した青色光は、封止部材３０だけではな
く蛍光体含有樹脂３１においても波長変換される。そして、黄色蛍光体粒子によって波長
変換された黄色光と、黄色蛍光体粒子に吸収されなかったＬＥＤ２０の青色光とによって
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、白色光が生成される。
【００９０】
　そして、ＬＥＤ２０による光によって生成された白色光は、第１の実施形態と同様に、
凹部１１の上方から放出されるとともに容器１０の裏面及び側面からも放出されるので、
発光装置３の全方位に向けて白色光を放出させることができる。
【００９１】
　なお、本実施形態に係る発光装置３では、凹部１１の底面１１ａの形状は円形とし、溝
１２の形状は円形リング状としたが、これに限らない。図６Ａは、本発明の第３の実施形
態の変形例に係る発光装置３Ａの平面図であり、図６Ｂは、同発光装置３Ａの断面図であ
り、図６Ｃは、同発光装置３Ａの裏面図である。このように、図６Ａ～図６Ｃに示すよう
に、凹部１１Ａの底面の形状を正方形等の矩形形状とし、溝１２Ａの形状を矩形の環状と
しても構わない。
【００９２】
　（第４の実施形態）
　次に、本発明の第４の実施形態に係る発光装置４について、図７Ａ～図７Ｃを用いて説
明する。図７Ａは、本発明の第４の実施形態に係る発光装置４の平面図であり、図７Ｂは
、図７ＡのＸ－Ｘ’線に沿って切断した同発光装置４の断面図であり、図７Ｃは、同発光
装置４の裏面図である。
【００９３】
　本実施形態に係る発光装置４は、本発明の第２及び第３の実施形態に係る発光装置２、
３と基本的な構成は同じである。従って、図７Ａ～図７Ｃにおいて、図３Ａ～図３Ｃ及び
図５Ａ～図５Ｃに示す構成要素と同じ構成要素については、同じ符号を付しており、その
詳しい説明は省略する。
【００９４】
　図７Ａ～図７Ｃに示すように、本実施形態に係る発光装置４は、第２の実施形態に係る
発光装置２と、第３の実施形態に係る発光装置３とを組み合わせたものである。すなわち
、容器１０の裏面に、焼結体膜４０が形成されるとともに、蛍光体含有樹脂３１が封入さ
れた溝１２が形成されている。
【００９５】
　また、本実施形態において、図７Ｂ及び図７Ｃに示すように、溝１２は、焼結体膜４０
（波長変換部材）を囲むように形成される。
【００９６】
　なお、第１の実施形態と同様に、本実施形態に係る発光装置４でも、放出する光は白色
光に設定されており、ＬＥＤ２０としては青色ＬＥＤが用いられ、封止部材３０の蛍光体
粒子、焼結体膜４０の蛍光体粒子及びの蛍光体含有樹脂３１の蛍光体粒子としては、ＹＡ
Ｇ系の黄色蛍光体粒子が用いられる。
【００９７】
　以上、本発明の第４の実施形態に係る発光装置４によれば、ＬＥＤ２０が発した青色光
のうち凹部１１の開口面側及び側面１１ｂ側に進行する光の一部は、封止部材３０（第１
の波長変換部）に含まれる黄色蛍光体粒子によって黄色光に波長変換される。
【００９８】
　また、容器１０は透光性を有するので、ＬＥＤ２０が発した青色光の一部は、凹部１１
の底面１１ａを透過して容器１０の裏面及び側面から射出する。本実施形態では、容器１
０の裏面に焼結体膜４０（第２の波長変換部）が形成されているとともに、容器１０の裏
面に蛍光体含有樹脂３１が封入された溝１２（第３の波長変換部）が形成されている。こ
れにより、第２の実施形態と同様に、容器１０の裏面から射出するＬＥＤ２０が発した光
の一部は、焼結体膜４０に含まれる黄色蛍光体粒子によって黄色光に波長変換されるとと
もに、凹部１１の底面１１ａを透過して、容器１０の裏面と凹部１１の底面１１ａとの間
を容器１０の側面方向に進行するＬＥＤ２０が発した光の一部は、溝１２内の黄色蛍光体
粒子によって黄色光に波長変換される。
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【００９９】
　このように、本実施形態では、ＬＥＤ２０が発した青色光は、封止部材３０だけではな
く焼結体膜４０及び蛍光体含有樹脂３１においても波長変換される。そして、黄色蛍光体
粒子によって波長変換された黄色光と、黄色蛍光体粒子に吸収されなかったＬＥＤ２０の
青色光とによって、白色光が生成される。
【０１００】
　そして、ＬＥＤ２０による光によって生成された白色光は、凹部１１の上方から放出さ
れるとともに、容器１０の裏面及び側面からも放出される。さらに、本実施形態では、容
器１０の裏面及び側面から出射するＬＥＤ２０の青色光を黄色光に波長変換することがで
きるので、発光装置４の全方位に向けて白色光を放出させることができるとともに、容器
１０の上面から放出される白色光と、容器１０の裏面から放出される白色光と、容器１０
の側面から放出される白色光とを一層均一にすることができる。
【０１０１】
　なお、本実施形態に係る発光装置４では、凹部１１の底面１１ａの形状及び焼結体膜４
０は円形とし、また、溝１２の形状は円形リング状としたが、これに限らない。図８Ａは
、本発明の第４の実施形態の変形例に係る発光装置４Ａの平面図であり、図８Ｂは、図８
ＡのＸ－Ｘ’に沿って切断した同発光装置４Ａの断面図であり、図８Ｃは、同発光装置８
Ａの裏面図である。このように、図８Ａ～図８Ｃに示すように、凹部１１Ａの底面の形状
及び焼結体膜４０Ａの形状を正方形等の矩形形状とし、溝１２Ａの形状を矩形の環状とし
ても構わない。
【０１０２】
　（第５の実施形態）
　次に、本発明の第５の実施形態に係る発光装置５について、図９Ａ～図９Ｃを用いて説
明する。図９Ａは、本発明の第５の実施形態に係る発光装置５の外観斜視図であり、図９
Ｂは、同発光装置５の平面図であり、図９Ｃは、図９ＡのＸ－Ｘ’線に沿って切断した同
発光装置５の断面図である。
【０１０３】
　本実施形態に係る発光装置５は、本発明の第１の実施形態に係る発光装置１と基本的な
構成は同じである。従って、図９Ａ～図９Ｃにおいて、図１Ａ～図１Ｃに示す構成要素と
同じ構成要素については、同じ符号を付しており、その詳しい説明は省略する。
【０１０４】
　図９Ａ～図９Ｃに示すように、本実施形態に係る発光装置５は、第１の実施形態に係る
発光装置１に対して、凹部１１に複数のＬＥＤ２０が配置された構成となっておる。本実
施形態において、複数のＬＥＤ２０は、上下左右方向に互いに等間隔で配置されている。
なお、本実施形態におけるＬＥＤ２０は、第１の実施形態におけるＬＥＤ２０と同じ形状
であるので、本実施形態における容器１０は、ＬＥＤ２０が配置される個数に応じて、第
１の実施形態における容器１０よりも大きくしている。
【０１０５】
　図１０Ａ及び図１０Ｂは、それぞれ、本実施形態に係る発光装置５において、複数のＬ
ＥＤ２０に給電するための配線方法を示したものである。
【０１０６】
　図１０Ａに示すように、例えば、複数のＬＥＤ２０のｐ側電極とｎ側電極とをワイヤー
５０によって電気的に接続するように構成することができる。これにより、複数のＬＥＤ
２０を直列接続とすることができる。なお、複数のＬＥＤ２０のうちの２つは、図１０Ａ
に示すように、容器１０の上面に形成された電極端子６０と電気的に接続されている。こ
れにより、電極端子６０によって外部から電力を受電して、各ＬＥＤ２０に給電すること
ができる。
【０１０７】
　また、図１０Ｂに示すように、凹部１１の底面に給電配線７０をパターン形成し、給電
配線７０及びワイヤー５０によって、複数のＬＥＤ２０同士を電気的に接続するとともに
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、２つのＬＥＤ２０と電極端子６０とを電気的に接続することもできる。
【０１０８】
　なお、第１の実施形態と同様に、本実施形態に係る発光装置５でも、放出する光は白色
光に設定されており、ＬＥＤ２０としては青色ＬＥＤが用いられ、封止部材３０の蛍光体
粒子の蛍光体粒子としては、ＹＡＧ系の黄色蛍光体粒子が用いられる。
【０１０９】
　以上、本発明の第５の実施形態に係る発光装置５によれば、複数のＬＥＤ２０が発した
青色光のうち凹部１１の開口面側及び側面１１ｂ側に進行する光の一部は、封止部材３０
に含まれる黄色蛍光体粒子によって黄色光に波長変換される。そして、黄色蛍光体粒子に
よって波長変換された黄色光と、黄色蛍光体粒子に吸収されなかったＬＥＤ２０の青色光
とによって白色光が生成される。
【０１１０】
　このように、複数のＬＥＤ２０による光によって生成された白色光は、凹部１１の上方
から放出される。さらに、本実施形態では、容器１０が透光性を有するので、当該白色光
は、凹部１１の底面１１ａ及び側面１１ｂから容器１０の内部を透過して容器１０の裏面
及び側面からも放出される。従って、発光装置５の全方位に向けて白色光を放出させるこ
とができ、全配光特性を有する発光装置を実現することができる。
【０１１１】
　さらに、本実施形態に係る発光装置５は、複数のＬＥＤ２０を用いているので、高輝度
の発光装置を実現することができる。従って、本実施形態に係る発光装置５そのものをラ
ンプ等の各種装置の発光モジュールとして利用することができる。
【０１１２】
　なお、本実施形態に係る発光装置５では、凹部１１の底面１１ａの形状は円形としたが
、これに限らない。図１１Ａは、本発明の第５の実施形態の変形例に係る発光装置５Ａの
平面図であり、図１１Ｂは、同発光装置５Ａの断面図である。このように、図１１Ａ及び
図１１Ｂに示すように、凹部１１Ａの底面の形状を正方形等の矩形形状としても構わない
。
【０１１３】
　また、本実施形態に係る発光装置５において、第２～第４の実施形態に係る発光装置２
～４を適用することもできる。
【０１１４】
　（第６の実施形態）
　次に、本発明の第６の実施形態に係る発光装置６について、図１２Ａ～図１２Ｃを用い
て説明する。図１２Ａは、本発明の第６の実施形態に係る発光装置６の外観斜視図であり
、図１２Ｂは、同発光装置６の平面図であり、図１２Ｃは、図１２ＡのＸ－Ｘ’線に沿っ
て切断した同発光装置６の断面図である。
【０１１５】
　本実施形態に係る発光装置６は、本発明の第１の実施形態に係る発光装置１と基本的な
構成は同じである。従って、図１２Ａ～図１２Ｃにおいて、図１Ａ～図１Ｃに示す構成要
素と同じ構成要素については、同じ符号を付しており、その詳しい説明は省略する。
【０１１６】
　図１２Ａ～図１２Ｃに示すように、本実施形態に係る発光装置６は、第１の実施形態に
係る発光装置１に対して、ＬＥＤ２０が配置される凹部１３が円形リング状に形成されて
いるとともに凹部１３に複数のＬＥＤ２０が配置されて構成されている。
【０１１７】
　本実施形態において、凹部１３は、一定幅の円形リング状からなる底面１３ａと、当該
底面１３ａを囲むとともに互いに対向するように構成された側面１３ｂとからなる。本実
施形態において、凹部１３には、複数のＬＥＤ２０が等間隔で円環状に一列配置されてい
る。
【０１１８】
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　また、本実施形態におけるＬＥＤ２０は、第１の実施形態におけるＬＥＤ２０と同じ形
状であるので、本実施形態における容器１０は、ＬＥＤ２０の配置個数に応じて、第１の
実施形態における容器１０よりも大きくしている。
【０１１９】
　なお、第１の実施形態と同様に、本実施形態に係る発光装置５でも、放出する光は白色
光に設定されており、ＬＥＤ２０としては青色ＬＥＤが用いられ、封止部材３０の蛍光体
粒子の蛍光体粒子としては、ＹＡＧ系の黄色蛍光体粒子が用いられる。
【０１２０】
　以上、本発明の第６の実施形態に係る発光装置６によれば、複数のＬＥＤ２０が発した
青色光のうち凹部１３の開口面側及び側面１３ｂ側に進行する光の一部は、封止部材３０
に含まれる黄色蛍光体粒子によって黄色光に波長変換される。そして、黄色蛍光体粒子に
よって波長変換された黄色光と、黄色蛍光体粒子に吸収されなかったＬＥＤ２０の青色光
とによって白色光が生成される。
【０１２１】
　このように、複数のＬＥＤ２０による光によって生成された白色光は、凹部１３の上方
から放出される。さらに、本実施形態では、容器１０が透光性を有するので、当該白色光
は、凹部１３の底面１３ａ及び外側の側面１３ｂから容器１０の内部を透過して容器１０
の裏面及び側面からも放出される。さらに、本実施形態に係る発光装置６は、上記白色光
は、凹部１３の内側の側面１３ｂから容器１０の内部を透過して、容器１０の上面及び裏
面からも放出される。従って、発光装置５の全方位に向けて白色光を放出させることがで
き、全配光特性を有する発光装置を実現することができる。
【０１２２】
　さらに、本実施形態に係る発光装置６は、複数のＬＥＤ２０を用いているので、高輝度
の発光装置を実現することができる。従って、本実施形態に係る発光装置６そのものをラ
ンプ等の各種装置の発光モジュールとして利用することができる。
【０１２３】
　なお、本実施形態に係る発光装置６では、凹部１３の底面１３ａの形状は円形リング状
としたが、これに限らない。例えば、凹部１３の底面１３ａの形状は、矩形のリング状等
としても構わない。
【０１２４】
　また、本実施形態に係る発光装置６において、第２～第４の実施形態に係る発光装置２
～４を適用することもできる。この場合、容器１０の裏面に形成する焼結体膜４０の形状
は、円形とすることもできるし、凹部１３の形状に合わせて円環状とすることもできる。
【０１２５】
　（第７の実施形態）
　次に、本発明の第７の実施形態に係る発光モジュール１００について、図１３を用いて
説明する。図１３は、本発明の第７の実施形態に係る発光モジュール１００の外観斜視図
である。
【０１２６】
　図１３に示すように、本実施形態に係る発光モジュール１００（ＬＥＤモジュール）は
、表面実装（ＳＭＤ：Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｍｏｕｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅ）型のＬＥＤモジュー
ルであって、透光性を有する基板１０１と、ＳＭＤ型のＬＥＤ素子である発光装置１とを
備える。
【０１２７】
　基板１０１は、複数の発光装置１を実装するための長尺状の透光性基板であり、発光装
置１から放出される光が基板１０１を透過するように構成されている。また、基板１０１
は、発光装置１を実装するための基板であって、本実施形態では、基板１０１上に複数個
の発光装置１が一列に実装されている。基板１０１としては、例えば、窒化アルミニウム
等の透光性のセラミックス基板、透明なガラス基板又は透明樹脂からなる可撓性のフレキ
シブル基板（ＦＰＣ）等を用いることができる。
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【０１２８】
　発光装置１は、図１に示す第１の実施形態に係る発光装置１であって、全方位に光を放
出するように構成されている。なお、発光装置１としては、第１の実施形態に係る発光装
置１を用いたが、これに限らない。例えば、第２～第６の実施形態及びその変形例に係る
発光装置を用いることもできる。この場合、同じ発光装置を実装しても構わないし、異な
る発光装置を実装しても構わない。
【０１２９】
　さらに、本実施形態に係る発光モジュール１００は、配線１０２及び電極端子１０３を
備える。
【０１３０】
　配線１０２は、タングステン（Ｗ）又は銅（Ｃｕ）等からなる金属配線であり、複数の
発光装置１同士を電気的に接続するために所定形状にパターン形成されている。また、配
線１０２は、両端の発光装置１と電極端子１０３とを電気的に接続するようにパターン形
成されている。
【０１３１】
　電極端子１０３は、外部から直流電力を受電するとともに発光装置１に直流電力を給電
する外部接続端子であり、配線１０２に電気的に接続されている。電極端子１０３が受電
した直流電圧が発光装置１に供給されることにより、発光装置１のＬＥＤが発光する。
【０１３２】
　以上、本発明の第７の実施形態に係る発光モジュール１００によれば、透光性を有する
基板１０１は発光装置１から放出される光を透過することができるので、各発光装置１か
ら全方位に放出される光のうち、基板１０１における発光装置１が実装される面に向かっ
て放出される光は基板１０１を透過する。これにより、基板１０１において、発光装置１
が実装された第１の面と当該第１の面とは反対側の面との両側から光を放出することがで
きる。従って、全方位配光特性の発光モジュールを実現することができる。
【０１３３】
　（第８の実施形態）
　次に、本発明の第８の実施形態に係る発光モジュール１１０について、図１４を用いて
説明する。図１４は、本発明の第８の実施形態に係る発光モジュール１１０の外観斜視図
である。
【０１３４】
　図１４に示すように、本実施形態に係る発光モジュール１１０（ＬＥＤモジュール）は
、上記第５の実施形態に係る発光装置５が複数個積層されたものである。本実施形態では
、５個の発光装置５を積層させている。
【０１３５】
　なお、各発光装置５は、透明樹脂からなる接着剤等によって互いに固着することができ
る。また、本実施形態では、第５の実施形態に係る発光装置５を積層したが、これに限ら
ない。例えば、第２～第６の実施形態及びその変形例に係る発光装置を積層しても構わな
い。この場合、同じ発光装置を積層しても構わないし、異なる発光装置を積層しても構わ
ない。
【０１３６】
　以上、本発明の第８の実施形態に係る発光モジュール１１０によれば、発光装置が重ね
られて構成されているので、狭い面積で高出力の光を取り出すことができるとともに、全
方位配光特性の発光モジュールを実現することができる。
【０１３７】
　（第９の実施形態）
　次に、本発明の第９の実施形態に係る電球形ランプ２００について、図１５～図１７を
用いて説明する。図１５は、本発明の第９の実施形態に係る電球形ランプ２００の外観斜
視図である。また、図１６は、本発明の第９の実施形態に係る電球形ランプ２００の分解
斜視図である。また、図１７は、本発明の第９の実施形態に係る電球形ランプ２００の断
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面図である。
【０１３８】
　図１５～図１７に示すように、本発明の第１の実施形態に係る電球形ランプ２００は、
白熱電球に代替する電球形のＬＥＤランプであって、透光性のグローブ２１０と、発光装
置５と、受電用の口金２３０と、発光装置５を固定する固定部材２４０とを備える。さら
に、本実施形態に係る電球形ランプ２００は、支持部材２５０と、樹脂ケース２６０と、
リード線２７０と、点灯回路２８０とを備える。本実施形態において、電球形ランプ２０
０は、グローブ２１０と、樹脂ケース２６０と、口金２３０とによってランプ筐体（外囲
器）が構成されている。
【０１３９】
　以下、本発明の第９の実施形態に係る電球形ランプ２００の各構成要素について、図１
５～図１７を参照しながら詳細に説明する。
【０１４０】
　まず、グローブ２１０について説明する。図１５～図１７に示すように、グローブ２１
０は、発光装置５を収納する中空部材であるとともに、発光装置５からの所定の光をラン
プ外部に透光する透光性の透光部材である。
【０１４１】
　本実施形態において、グローブ２１０は、シリカガラス製の透明ガラス（クリアガラス
）によって構成されている。従って、グローブ２１０内に収納された発光装置５は、グロ
ーブ２１０の外側から視認することができる。このように、グローブ２１０を透明とする
ことにより、発光装置５からの光がグローブ２１０によって損失することを抑制すること
ができる。また、グローブ２１０をガラス製とすることにより、高耐熱性のグローブとす
ることができる。なお、グローブ２１０は、シリカガラス製に限らず、アクリル等の樹脂
製であってもよい。また、グローブ２１０は透明でなくてもよく、グローブ２１０の内表
面に拡散膜を形成する等の拡散処理を施しても構わない。
【０１４２】
　グローブ２１０は、略円形の開口面を構成する開口部２１１を有しており、グローブ２
１０の全体形状は、開口部２１１から球状に膨出するように構成された略球形状である。
なお、グローブ２１０の形状としては、図１５に示すような形状に限らず、一般的な白熱
電球と同様のＡ形（ＪＩＳ　Ｃ７７１０）を用いても構わないし、あるいは、Ｇ形又はＥ
形等を用いても構わない。また、グローブ２１０は、可視光に対して透光性を有していれ
ばよく、必ずしも透明である必要はない。
【０１４３】
　次に、発光装置５について説明する。発光装置５は、所定の光を発光する発光モジュー
ル（ＬＥＤモジュール）であって、グローブ２１０内に収納されている。本実施形態では
、発光装置５として、第５の実施形態に係る発光装置５が用いられている。
【０１４４】
　発光装置５は、固定部材２４０によって支持固定されており、好ましくは、発光装置５
の発光部分がグローブ２１０の中心位置（例えば、グローブ２１０の内径が大きい径大部
分の内部）に配置される。このように配置することにより、電球形ランプ２００は、点灯
時に、従来のフィラメントコイルを用いた白熱電球と近似した全配光特性を得ることがで
きる。なお、発光装置５は、２本のリード線２７０から電力が供給されることにより発光
する。
【０１４５】
　次に、口金２３０について説明する。図１５～図１７に示すように、口金２３０は、発
光装置５のＬＥＤを発光させるための電力を受電する受電部であって、本実施形態では、
二接点によってランプ外部の交流電源（例えば、ＡＣ２００Ｖの商用電源）から交流電圧
を受電する。口金２３０で受電した電力はリード線を介して点灯回路２８０の電力入力部
に入力される。
【０１４６】
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　口金２３０は、例えばＥ形であり、図１７に示すように、その外周面には照明装置（照
明器具）のソケットに螺合させるための螺合部が形成されている。また、口金２３０の内
周面には、樹脂ケース２６０に螺合させるための螺合部が形成されている。なお、口金２
３０は、金属性の有底筒体形状である。
【０１４７】
　本実施形態において、口金２３０はＥ２６形の口金である。従って、電球形ランプ２０
０は、商用の交流電源に接続されたＥ２６口金用ソケットに取り付けて使用される。なお
、口金２３０は、必ずしもＥ２６形の口金である必要はなく、Ｅ１７形などの口金であっ
てもよい。また、口金２３０は、必ずしもねじ込み形の口金である必要はなく、例えば差
し込み形など異なる形状の口金であってもよい。
【０１４８】
　次に、固定部材２４０について説明する。図１５～図１７に示すように、固定部材２４
０は、グローブ２１０の開口部２１１の近傍からグローブ２１０内に向かって延びるよう
に設けられている。固定部材２４０は、棒状形状であり、一端が発光装置５に接続するよ
うに構成され、他端が支持部材２５０に接続されるように構成されている。
【０１４９】
　固定部材２４０は、発光装置５の容器の熱伝導率よりも大きい熱伝導率の材料で構成さ
れている。例えば、固定部材２４０は、金属材料又はセラミックス等の無機材料によって
構成することができ、本実施形態では、熱伝導率が２３７［Ｗ／ｍ・Ｋ］であるアルミニ
ウムで構成した。
【０１５０】
　このように、固定部材２４０が発光装置５の容器の熱伝導率よりも大きい熱伝導率の材
料で構成されているので、発光装置５の熱は容器を介して固定部材２４０に効率良く伝導
する。これにより、発光装置５の熱を口金２３０側に逃がすことができる。この結果、温
度上昇によって発光装置５のＬＥＤの発光効率が低下することを抑制することができる。
【０１５１】
　また、固定部材２４０の他端側（発光装置５と固定する側とは反対側）の下面は支持部
材２５０の表面に当接されており、固定部材２４０の下面と支持部材２５０とは当該当接
部分において固定されている。本実施形態では、固定部材２４０と支持部材２５０とは、
支持部材２５０の裏面からねじをねじ込むことによって固定されている。なお、固定部材
２４０と支持部材２５０との固定方法は、ねじに限らず、接着剤等による固着によって固
定しても構わない。
【０１５２】
　次に、支持部材２５０について説明する。図１５～図１７に示すように、支持部材２５
０は、グローブ２１０の開口部２１１の開口端２１１ａに接続され、固定部材２４０を支
持する部材である。また、支持部材２５０は、グローブ２１０の開口部２１１を塞ぐよう
に構成されている。本実施形態において、支持部材２５０は、樹脂ケース２６０に嵌合さ
れて固定されている。また、支持部材２５０には、リード線２７０を挿通するための２つ
の挿通孔が形成されている。
【０１５３】
　支持部材２５０は、発光装置５の容器の熱伝導率よりも大きい熱伝導率の材料で構成す
ることが好ましい。支持部材２５０は、例えば、金属材料又はセラミックス等の無機材料
によって構成することができ、本実施形態では、固定部材２４０と同様にアルミニウムに
よって構成した。
【０１５４】
　このように、支持部材２５０を熱伝導率の大きい材料で構成することにより、固定部材
２４０に熱伝導した発光装置５の熱を支持部材２５０に効率良く伝導させることができる
。この結果、温度上昇によって発光装置５のＬＥＤの発光効率が低下することを抑制する
ことができる。
【０１５５】
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　また、本実施形態において、支持部材２５０の上面（グローブ２１０側の面）には、固
定部材２４０が固定されており、また、支持部材２５０の側面には、樹脂ケース２６０の
内面が当接している。なお、支持部材２５０の段差部には、グローブ２１０の開口部２１
１の開口端２１１ａが当接しており、当該段差部において、支持部材２５０と樹脂ケース
２６０とグローブ２１０の開口部２１１の開口端２１１ａとは、接着材によって固着され
ている。
【０１５６】
　このように、支持部材２５０がグローブ２１０に接続されているので、支持部材２５０
に伝導した発光装置５の熱は、外囲器を構成するグローブ２１０に熱伝導し、グローブ２
１０の外表面から大気中に放熱される。また、支持部材２５０は樹脂ケース２６０にも接
続されているので、支持部材２５０に伝導した発光装置５の熱は、樹脂ケース２６０に熱
伝導し、外囲器を構成する樹脂ケース２６０の外表面からも大気中に放熱される。
【０１５７】
　次に、樹脂ケース２６０について説明する。図１５～図１７に示すように、樹脂ケース
２６０は、固定部材２４０と口金２３０とを絶縁するとともに点灯回路２８０を収納する
ための絶縁用のケースである。樹脂ケース２６０は、上側に位置する円筒状の第１ケース
部と、下側に位置する円筒状の第２ケース部とからなる。
【０１５８】
　第１ケース部は、内表面が支持部材２５０と接触するように構成されている。第１ケー
ス部の外表面は外気に露出しているので、樹脂ケース２６０に伝導した熱は、主に第１ケ
ース部から放熱される。また、第２ケース部は、外周面が口金２３０の内周面と接触する
ように構成されている。本実施形態では、第２ケース部の外周面には口金２３０と螺合す
るための螺合部が形成されており、この螺合部によって第２ケース部は口金２３０に接触
している。従って、樹脂ケース２６０に伝導した熱は、第２ケース部を介して口金２３０
にも伝導し、口金２３０の外表面からも放熱する。
【０１５９】
　次に、リード線２７０について説明する。図１５～図１７に示すように、２本のリード
線２７０は、発光装置５を発光させるための電力を発光装置５に給電する電線であり、表
面には絶縁性樹脂被膜がコーティングされている。
【０１６０】
　リード線２７０は、支持部材２５０を挿通して配置されており、各リード線２７０の一
方側端は発光装置５に接続されており、また、各リード線２７０の他方側端は、点灯回路
２８０の電力出力部に電気的に接続されている。
【０１６１】
　次に、点灯回路２８０について説明する。図１５～図１７に示すように、点灯回路２８
０は、発光装置５のＬＥＤを点灯させるための回路であり、樹脂ケース２６０内に収納さ
れている。点灯回路２８０は、複数の回路素子と、各回路素子を実装するための回路基板
とを有する。
【０１６２】
　本実施形態において、点灯回路２８０は、口金２３０から受電した交流電力を直流電力
に変換し、リード線２７０を介してＬＥＤに当該直流電力を供給する。点灯回路２８０は
、例えば、全波整流用のダイオードブリッジと、平滑用のコンデンサと、電流調整用の抵
抗とによって構成することができる。
【０１６３】
　なお、電球形ランプ２００は、必ずしも点灯回路２８０を内蔵する必要はない。例えば
、照明器具あるいは電池などから直接直流電力が供給される場合には、電球形ランプ２０
０は、点灯回路２８０を備えなくてもよい。また、点灯回路２８０は、平滑回路に限られ
るものではなく、調光回路、昇圧回路などを適宜選択、組み合わせることもできる。
【０１６４】
　以上、本発明の第９の実施形態に係る電球形ランプ２００によれば、発光装置５は、全
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方位に光が放出するように構成されているので、従来の白熱電球と同様の配光特性を得る
ことができる。
【０１６５】
　なお、本実施形態では、発光装置５（発光モジュール）として、第５の実施形態に係る
発光装置５を用いたが、他の実施形態に係る発光モジュール又は他の実施形態に係る発光
装置によって構成される発光モジュールを用いても構わない。
【０１６６】
　（第１０の実施形態）
　次に、本発明の第１０の実施形態に係る電球形ランプ３００について、図１８を用いて
説明する。図１８は、本発明の第１０の実施形態に係る電球形ランプ３００の外観斜視図
である。
【０１６７】
　図１８に示すように、本発明の第１０の実施形態に係る電球形ランプ３００は、第９の
実施形態に係る電球形ランプ２００と同様に、白熱電球に代替する電球形のＬＥＤランプ
であって、発光装置５と、発光装置５を収納するための透光性のグローブ３１０と、グロ
ーブ３１０に取り付けられた口金３３０とを備える。また、電球形ランプ３００は、ステ
ム３４０、２本のリード線３７０及び点灯回路（不図示）を備える。なお、グローブ３１
０、口金３３０及び点灯回路は、第９の実施形態に係るグローブ２１０と同様であるので
、説明は省略する。また、発光装置５は、第９の実施形態と同様に、第５の実施形態に係
る発光装置５が用いられている。
【０１６８】
　本実施形態において、ステム３４０は、グローブ３１０の開口部からグローブ３１０内
に向かって延びるように設けられている。本実施形態に係るステム３４０は、一般的な白
熱電球に用いられるガラスからなるステムであって、グローブ３１０内に延伸されている
。
【０１６９】
　ステム３４０の口金側の端部は、グローブ３１０の開口部の形状と一致するようにフレ
ア状に形成されている。そして、フレア状に形成されたステム３４０の端部は、グローブ
３１０の開口を塞ぐように、グローブ３１０の開口部３１１に接合されている。また、ス
テム３４０内には、２本のリード線３７０それぞれの一部が封着されている。その結果、
グローブ３１０内の気密性が保たれた状態で、グローブ３１０内にある発光装置５にグロ
ーブ３１０外から電力を供給することが可能となる。従って、本実施形態に係る電球形ラ
ンプ３００は、長期間にわたり、水あるいは水蒸気などがグローブ３１０内に浸入するこ
とを防ぐことができ、水分による発光装置５の劣化を抑制することができる。
【０１７０】
　また、ステム３４０は、可視光に対して透明な軟質ガラスからなる。これにより、電球
形ランプ３００は、発光装置５で生じた光がステム３４０によって損失することを抑制す
ることができる。また、電球形ランプ３００は、ステム３４０によって影が形成されるこ
とが防ぐこともできる。
【０１７１】
　なお、ステム３４０は、必ずしもグローブ３１０の開口を塞ぐ必要はなく、開口部３１
１の一部に取り付けられてもよい。
【０１７２】
　本実施形態において、２本のリード線３７０は、発光装置５を発光させるための電力を
発光装置５に給電する給電線である。また、リード線３７０は、発光装置５を支持する支
持部材であって、発光装置５をグローブ３１０内の一定の位置に保持している。各リード
線３７０は、内部リード線、ジュメット線（銅被覆ニッケル鋼線）、及び外部リード線を
、この順に接合した複合線よって構成され、発光装置５を支えるのに十分な強度を有して
いる。
【０１７３】
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　以上、本発明の第１０の実施形態に係る電球形ランプ３００によれば、発光装置５は、
全方位に光が放出するように構成されているので、従来の白熱電球と同様の配光特性を得
ることができる。
【０１７４】
　なお、本実施形態では、発光装置５（発光モジュール）として、第５の実施形態に係る
発光装置５を用いたが、他の実施形態に係る発光モジュール又は他の実施形態に係る発光
装置によって構成される発光モジュールを用いても構わない。
【０１７５】
　（その他の変形例）
　以上、本発明に係る発光装置、発光モジュール及びランプについて、各実施形態及び変
形例に基づいて説明してきたが、本発明は、上記の実施形態及び変形例に限定されるもの
ではない。
【０１７６】
　例えば、上記の実施形態では、容器１０には１つの凹部を形成したが、これに限らない
。図１９に示す変形例に係る発光装置８のように、容器１０に複数の凹部を形成し、各凹
部に対して複数のＬＥＤ２０を配置するとともに封止部材３０を封入しても構わない。こ
の場合、図１９では、各凹部に複数のＬＥＤ２０を配置したが、各凹部に１つのＬＥＤ２
０を配置するように構成することもできる。
【０１７７】
　また、本実施形態では、ＬＥＤ２０として青色ＬＥＤチップを用いるとともに蛍光体粒
子として黄色蛍光体粒子を用いたが、ＬＥＤ２０と蛍光体粒子の組み合わせは、これらの
ものに限定されるものではない。
【０１７８】
　例えば、青色光を放出する青色ＬＥＤチップと青色光により励起されて緑色光を放出す
る緑色蛍光体粒子及び赤色光を放出する赤色蛍光体粒子とによって白色光を放出するよう
に構成してもよい。あるいは、青色ＬＥＤチップよりも短波長である紫外光を放出する紫
外ＬＥＤチップと主に紫外光により励起されて青色光、赤色光及び緑色光を放出する青色
蛍光体粒子、緑色蛍光体粒子及び赤色蛍光体粒子とによって白色光を放出するように構成
してもよい。
【０１７９】
　また、本実施形態では、発光装置及び発光モジュールを電球形ランプに適用する例を示
したが、これに限らない。例えば、本実施形態に係る発光装置又は発光モジュールを、直
管形ランプ、又は環状の丸管で構成された丸管形ランプにも適用することもできる。さら
には、発光装置を光源とするランプ以外の装置にも適用することができる。
【０１８０】
　また、本実施形態では、封止部材３０、焼結体膜４０及び蛍光体含有樹脂３１に含有さ
れる波長変換材としては、ＹＡＧ系の黄色蛍光体粒子を用いたが、これに限らない。例え
ば、その他の黄色蛍光体粒子であってもよいし、あるいは、黄色蛍光体粒子に代えて緑色
蛍光体粒子と赤色蛍光体粒子とを用いても構わない。
【０１８１】
　また、封止部材３０及び蛍光体含有樹脂３１の主材料は、必ずしもシリコーン樹脂であ
る必要はなく、フッ素系樹脂などの有機材料を用いてもよい。
【０１８２】
　また、封止部材３０及び蛍光体含有樹脂には、必要に応じて適宜光拡散材を含有させて
もよい。光拡散材としては、シリカなどの粒子が用いられる。
【０１８３】
　また、上記の実施形態において、半導体発光素子としてＬＥＤを例示したが、半導体レ
ーザ及び有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）であってもよい。
【０１８４】
　その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で当業者が思いつく各種変形を施したものも
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変形例における各構成要素を任意に組み合わせてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１８５】
　本発明は、蛍光ランプに代替するＬＥＤランプ等の各種装置の光源等として広く利用す
ることができる。
【符号の説明】
【０１８６】
　１、１Ａ、２、２Ａ、３、３Ａ、４、４Ａ、５、５Ａ、６、８　発光装置
　１０　容器
　１１、１１Ａ、１３　凹部
　１１ａ、１３ａ　底面
　１１ｂ、１３ｂ　側面
　１２、１２Ａ　溝
　２０　ＬＥＤ
　３０　封止部材
　３１　蛍光体含有樹脂
　４０、４０Ａ　焼結体膜
　５０　ワイヤー
　６０、１０３　電極端子
　１００、１１０　発光モジュール
　１０１　基板
　１０２　配線
　２００、３００　電球形ランプ
　２１０、３１０　グローブ
　２１１、３１１　開口部
　２１１ａ　開口端
　２３０、３３０　口金
　２４０　固定部材
　２５０　支持部材
　２６０　樹脂ケース
　２７０、３７０　リード線
　２８０　点灯回路
　３４０　ステム
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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月16日(2011.11.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性を有する容器と、
　前記容器の凹部に配置された半導体発光素子と、
　前記半導体発光素子を封止し、前記凹部を封入する封止部材と、
　前記容器の裏面に形成され、前記半導体発光素子が発する光を前記所定の波長に変換す
る焼結体膜とを備え、
　前記凹部は、前記半導体発光素子が実装される底面と、当該底面を囲むように構成され
た側面とによって構成され、
　前記封止部材は、前記半導体発光素子が発する光の波長を所定の波長に変換する第１の
波長変換材を含み、
　前記焼結体膜は、前記容器を透過した前記半導体発光素子が発する光を前記所定の波長
に変換する第２の波長変換材と、無機材料からなる焼結用結合材とで構成される
　発光装置。
【請求項２】
　前記側面は、前記底面に対して略垂直である
　請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
（削除）
【請求項４】
（削除）
【請求項５】
（削除）
【請求項６】
　さらに、
　前記容器の前記裏面に形成された溝であって、前記半導体発光素子が発する光の波長を
前記所定の波長に変換する第３の波長変換材を収容する溝を備える
　請求項１に記載の発光装置。
【請求項７】
　前記溝は、前記焼結体膜を囲むように形成される
　請求項６に記載の発光装置。
【請求項８】
（削除）
【請求項９】
　前記容器の光透過率は、５０％以上である
　請求項１、２、６、７のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１０】
　前記容器は、セラミックスからなる
　請求項１、２、６、７、９のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１１】
　前記容器は、樹脂からなる
　請求項１、２、６、７、９のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１２】



(30) JP WO2012/090356 A1 2012.7.5

　前記凹部に、複数の半導体発光素子が配置される
　請求項１、２、６、７、９～１１のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１３】
　請求項１、２、６、７、９～１２のいずれか１項に記載の発光装置が複数個積層して構
成される
　発光モジュール。
【請求項１４】
　請求項１、２、６、７、９～１２のいずれか１項に記載の発光装置と、
　前記発光装置が実装された透光性基板とを備える
　発光モジュール。
【請求項１５】
　請求項１３又は請求項１４に記載の発光モジュールを備える
　ランプ。
【手続補正書】
【提出日】平成23年11月7日(2011.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性を有する容器と、
　前記容器の凹部に配置された半導体発光素子と、
　前記半導体発光素子を封止し、前記凹部を封入する封止部材と、
　前記容器の裏面に形成され、前記半導体発光素子が発する光を前記所定の波長に変換す
る焼結体膜とを備え、
　前記凹部は、前記半導体発光素子が実装される底面と、当該底面を囲むように構成され
た側面とによって構成され、
　前記封止部材は、前記半導体発光素子が発する光の波長を所定の波長に変換する第１の
波長変換材を含み、
　前記焼結体膜は、前記容器を透過した前記半導体発光素子が発する光を前記所定の波長
に変換する第２の波長変換材と、無機材料からなる焼結用結合材とで構成される
　発光装置。
【請求項２】
　前記側面は、前記底面に対して略垂直である
　請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　さらに、
　前記容器の前記裏面に形成された溝であって、前記半導体発光素子が発する光の波長を
前記所定の波長に変換する第３の波長変換材を収容する溝を備える
　請求項１に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記溝は、前記焼結体膜を囲むように形成される
　請求項３に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記容器の光透過率は、５０％以上である
　請求項１～４のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項６】
　前記容器は、セラミックスからなる
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　請求項１～５のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項７】
　前記容器は、樹脂からなる
　請求項１～５のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項８】
　前記凹部に、複数の半導体発光素子が配置される
　請求項１～７のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の発光装置が複数個積層して構成される
　発光モジュール。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の発光装置と、
　前記発光装置が実装された透光性基板とを備える
　発光モジュール。
【請求項１１】
　請求項９又は請求項１０に記載の発光モジュールを備える
　ランプ。



(32) JP WO2012/090356 A1 2012.7.5

10

20

30

40

【国際調査報告】



(33) JP WO2012/090356 A1 2012.7.5

10

20

30

40



(34) JP WO2012/090356 A1 2012.7.5

10

20

30

40



(35) JP WO2012/090356 A1 2012.7.5

10

20

30

40



(36) JP WO2012/090356 A1 2012.7.5

10

20

30

40



(37) JP WO2012/090356 A1 2012.7.5

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,I
D,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO
,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,
VC,VN,ZA

(72)発明者  植本　隆在
            日本国大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内
(72)発明者  三貴　政弘
            日本国大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内
(72)発明者  元家　淳志
            日本国大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内
Ｆターム(参考) 5F041 AA07  CA40  DA12  DA13  DA19  DA34  DA35  DA42  DA43  DA82 
　　　　 　　        DB08  DC22  DC82  FF11 
　　　　 　　  5F142 AA12  AA23  AA26  AA42  AA62  AA66  AA72  AA75  BA02  BA32 
　　　　 　　        CA02  CB12  CB15  CB23  CD02  CD16  CD18  CD23  CD32  CD33 
　　　　 　　        CD45  CD47  CF02  CF25  CF26  CF27  CG03  DA02  DA12  DA16 
　　　　 　　        DA34  DA36  DA73  DB36  DB44  DB54  EA02  EA04  EA08  EA31 
　　　　 　　        EA32  FA03  FA14  FA26  GA22  GA24  HA03 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

